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決算の概要
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１ は じ め に 
  熊本市役所では、市民の暮らしを支えるためにいろんな仕事をしています。 

 保育園や学校を運営する、道路をつくる、ごみの収集をする・・・などなど。 
  さて、今年１年間、この仕事にかかったお金がどれぐらいかご存知ですか？ 
 

公営企業会計まで含め、全部で  ５，３２６億円 です。 

 
市役所や区役所などの各部署で仕事するのに、いくら収入があって、いくら支出し

たか（＝決算）を、これからいろんな角度から紹介していきます。 

 

２ 会 計 と は ？ 
 まず、「会計」について説明すると、市役所のような地方自治体の経理（財布）は、

以下の３つに分類されるのが一般的です。 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊本市の財布 

 

 
 

一般会計 
公営企業 

会計 

特別会計 
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・ 一般会計 
高齢者や障がい者、子育て世代のための福祉事業、ごみの収集、道路・公園の

整備、学校の運営など、私たちの生活全般に関係する仕事でつかったお金をまと

める財布です。  
総務・土木・教育など目的毎に１３の項目に分けて使っています。 
これらの事業にかかる経費は、主に私たちが納める「税金」でまかなわれてい

ます。〔P6～16 参照〕 
 
 

・ 特別会計 
   私たちの医療を支える国民健康保険は、加入者の皆さんが払う国民健康保険料

で、誰もが利用できる地下駐車場は、駐車場使用料で、といったふうに、かかっ

た経費が、原則として保険料や使用料など入ってくるお金でまかなわれる事業に

ついては、一般会計とは財布を別にして「特別会計」で経理をしています。 
熊本市には、ほかに介護保険の運営や熊本駅西地区の土地区画整理事業、競輪

事業など１６の特別会計を設けています。〔P17～23 参照〕 
 
 
・ 公営企業会計 

病院、水道、下水道、交通（バス、市電）などの事業は、民間企業と同じよう

にその事業で収入をあげて、かかる経費をまかなっている事業です。 
熊本市には、５つの公営企業会計があります。〔P27～29 参照〕 
 

 
 ※このようにそれぞれの仕事の性質ごとにお金の管理を行うことで、その収支を明確

にしています。 

 ここで・・・ 
 日本全国には、平成２５年３月３１日現在、全部で７８９の市があります。 
それぞれの市で「一般会計」、「特別会計」、「公営企業会計」と分けて財布を持っていま

すが、特に特別会計や公営企業会計などは、その地域の実情や特性に応じ、さまざまな

事業で市民サービスを行い、その収支をまかなっています。 
 そこで、全国で特徴のある会計を探してみると・・・ 

 

茨城県 下妻市   「砂 沼 サ ン ビ ー チ 特 別 会 計 」 

富山県 富山市   「牛岳温泉スキー場事業特別会計予算」 

島根県 出雲市   「ご縁ネット事業」 

鹿児島県 鹿児島市 「桜 島 観 光 施 設 特 別 会 計 」 （２１年度決算）

こんな会計もあります！ 
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３ 普 通 会 計 と は ？ 

ここで、自分の住んでいる自治体が健全な財政運営を行っているのか、苦しい財政事

情にあるのかを判断しようとする際、前ページで説明したように、同じ市役所でも、政

策の違いや地域の特性に応じ、少しずつ違った使い方や分け方をしているため、簡単に

比べることができません。 
それでは、他の都市と同じ基準で比較するにはどうしたらいいでしょうか？ 

そこで登場するのが、「普通会計」という会計区分です。 

「普通会計」とは、主に税金など自主的に使えるお金を何に使ったかを全国統一のルー

ルで計算したもので、そのルールは国が決めています。 
他の都市と比較するときは、すべてこの普通会計の数値を用いており、このルールに

従えば、熊本市の会計は、以下のような体系になります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

決　　算

総務費、土木費、教育費など１３項目

1 母子寡婦福祉資金貸付事業会計

2 桃尾墓園整備事業会計

3 産業振興資金会計

4 熊本駅西土地区画整理事業会計

5 熊本駅前東Ａ地区市街地再開発事業会計（街路）

6 植木中央土地区画整理事業会計

7 奨学金貸付事業会計

8 公債管理会計

9 国民健康保険会計

10 介護保険会計

11 後期高齢者医療会計

12 競輪事業会計

13 熊本駅前東Ａ地区市街地再開発事業会計（再開発）

14 食肉センター会計

15 農業集落排水事業会計

16 食品工業団地用地会計

17 地下駐車場事業会計

病院事業会計

水道事業会計

下水道事業会計

工業用水道事業会計

交通事業会計

※東Ａ会計は、街路事業と再開発事業で区分が分かれています。

予　　算

特
 
 
別
 
 
会
 
 
計

普
 

通
 

会
 

計

一 般 会 計

公
営
事
業
会
計

公
 

営
 

企
 

業
 

会
 

計

公
営
企
業
会
計
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４ 予 算 と 決 算 

 
 熊本市では、市民の要望を踏まえて、いろんな市民サービスを行っていますが、どん

な仕事もお金がなければできませんし、計画を立てながら行わなければなりません。 
そこで、私たちが納める税金や国からの補助金などが、１年間にどれくらい入ってき

て（歳入）、どれくらいのお金を使う（歳出）かを、あらかじめ見積ったのが「予算」

であり、実際にいくら歳入があって、いくら使ったかという結果が「決算」です。 

 

予算は、市長が市役所の各部署で作られた案をまとめて市議会に提出し、市議会で慎

重に議論された上で決定されます（当初予算）。 

また、当初予想し得なかった経費等（台風災害など）が年度途中で発生した場合など

は、「補正予算」として、同様の手続きを経て決定されます。 

 

ところで、「市の決算で何千億円つかいました」、といってもなかなかピンとこないで

しょう。 

そこで、市の一般会計の予算と決算を、ある家庭の収入支出の計画（予算）と実際の

家計簿（決算）に照らし合わせたのが次ページの表です。 

 

この表は、ある家庭の給料を熊本市の主な財源である市税、交付税等に見立てて計算

しています。 

収入・支出の総額に対して、給料やローンの支払いがどれくらいの割合を占めるのか、

といった視点で見ていただくと、熊本市の財政事情（やりくり）も併せて理解していた

だけるかと思います。 

 

          

 

 

 



 5

【 ある家庭の１年間の家計で考えると・・・ 当 初 予 算（計画） 】

市税、交付税など 1,484億円 給　料 269万円 人件費 464億円 食費や

市債 424億円 住宅ローン借入 77万円 扶助費 771億円
家族の医療費等

国県支出金 642億円 親からの支援 116万円 公債費 330億円 住宅ローンの返済 60万円

その他 209億円 パート収入等 38万円 400億円 自宅の増改築など 73万円

794億円 光熱費その他 143万円

合計 2,759億円 合計 500万円 2,759億円 合計 500万円

【 家計簿を見てみると・・・ 決 算（結果） 】

市税、交付税など 1,476億円 給　料 268万円 人件費 476億円
食費や

（市債 404億円 住宅ローン借入 73万円 扶助費 785億円
家族の医療費等

国県支出金 635億円 親からの支援 115万円 公債費 326億円 住宅ローンの返済 59万円

その他 248億円 パート収入等 45万円 345億円 自宅の増改築など 63万円

799億円 光熱費その他 144万円

合計（A） 2,763億円 合計（B) 501万円 2,731億円 合計（Ｄ) 495万円

32億円 6万円

6億円 1万円

26億円 5万円

収　　　入

家計簿をみてみると（決算）

平成24年度一般会計予算

黒字　（A）－（C）＝（E） 黒字　（B）－（D）＝（H）

　その他

合計

平成24年度一般会計予算 ある家庭の計画（予算）

収　　　入

来年度へ繰越（F）

実質的な黒字（E)-（F）＝（G)

～　熊本市の収支　～　

平成24年度一般会計決算

翌年へ持ち越し分（自宅の増改築）（I）

実質的な黒字（H)-（I）＝（J)

～　ある家庭の収支　～

　投資的経費

　その他

合計（Ｃ）

229万円
義
務
的
経
費

支　　　出

ある家庭の計画（予算）

支　　　出

家計簿をみてみると（決算）平成24年度一般会計決算

224万円
義
務
的
経
費

　投資的経費

 

※ この家庭（熊本市）は、総収入のうち給料では足りない分について、親からの支援 

や借り入れなどでまかなう部分が約４割強を占めています。 

また、支出面では、食費や医療費が約５割弱を占め、住宅ローンを含めた固定経費 

（いわゆる義務的経費）は支出の約６割となっています。 

住宅ローン（公債費）については、ひと月に直すと４２万円の収入の中から、４万

９千円を返済しているという家計になっています。 
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５ 一 般 会 計 の 決 算 
歳　　入 歳　　出

市税 946億円 1,587億円

地方交付税 390億円 人件費 476億円

市債 404億円 扶助費 785億円

国･県支出金 635億円 公債費 326億円

その他 388億円 345億円

799億円

2,763億円 2,731億円

32億円

6億円

26億円

義務的経費

投資的経費

その他

実質的な黒字　（C）－（D）＝（E）

合計　（A） 合計　（B）

差し引き（黒字）　（A）－（B）＝（C）

翌年度への繰り越し　（D）

 
 一般会計の決算は、歳入が２，７６３億円（前年度比プラス５９億円）、歳出が２，

７３１億円（前年度比プラス６４億円）となり、指定都市移行に伴って新たに発生した

国県道整備関連経費や精神保健福祉関連事業などの影響で増加しています。 
歳入と歳出を単純に差し引くと３２億円の黒字の計算になりますが、年度中に予定し

ていた工事などが事情により進まなかったため、やむを得ずやり残した分を来年度に持

ち越して使う経費（これを「繰越」といい、前頁の例でいうと自宅の増改築）が６億円

ありました。 
これは翌年度に使いますので、差し引いて考えると、実質２６億円の黒字（これを「実

質収支」といいます）になります。 
この黒字は、平成２５年度に繰り越され、歳入の一部となります。 
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（１） どんな収入があったの？ 

・ 市 税 
私たちが納める税金には、所得に対してかかる「市民税」や、土地や家屋の所

有に対してかかる「固定資産税」、たばこの販売にかかる「たばこ税」などがあり、

１年間で９４６億円の税収がありました。 

歳入全体に占める割合は３４．２％と１番大きく、平成２３年度より７億円、

０．８％増加しています。 

 
・ 地方交付税 
   私たちが納める税金には、市税のように熊本市などの地方自治体に納める地方

税のほか、国に納める所得税、酒税、消費税などの国税があります。 
   それら国税の一部が、地方自治体の財政力に応じて入ってくる「地方交付税」

ですが、税といっても「地方に交付する税」であり、国が集めた国税の一部を地

方に配分するお金で、３９０億円の決算でした。 
歳入全体に占める割合は１４．１％で、平成２３年度より５９億円、１３．３％

減少しています。 
 

 
・ 臨時財政対策債（Ｐ１６ 用語解説参照） 
   国において地方に交付する地方交付税の財源が不足しているため、地方交付税

の代替財源として特例措置の臨時財政対策債を借り入れています。 
   平成２４年度は臨時財政対策債を２００億円借り入れていますが、この返済に

ついては、全額が後年度に交付税によって補てんされます。 

43.3%56.7%

諸収入（受託・収益事業収入を除く）

　　　　　　　　　1.5%

市債
14.6%

県支出金
4.9%

国庫支出金
18.1%

譲与税等
5.0%

地方交付税
14.1%

その他
4.9%

市税
34.2%

使用料手数料
3.2%

946億円

26億円

88億円

自主財源
1,193億円依存財源

1,570億円

134億円

390億円

141億円

404億円

133億円501億円

　歳入総額
２，７６３億円
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・ 市 債 

市債（地方債）とは、いわゆる借入金のことです。 

例えば、公共の施設を建設するとき、工事費や土地の購入などで、莫大な経費

がかかります。 

国や県からの補助金もありますが、それ以外の経費をその年度の税金だけでま

かなうことは到底できませんし、将来にわたって使用するものを世代間で公平に

負担していくために借入を行っており、平成２４年度は４０４億円借り入れま

した。 

このうち、前述した臨時財政対策債を２００億円借り入れていますので、これ

を除いた実質的な借入額は２０４億円となりました。。 

   こうして借り入れた熊本市の借入金の残高は、平成２４年度末で、３，１０３

億円にのぼり、熊本市の人口は約７３万人ですから、市民１人あたりに換算する

と、１人あたり４２万円の借金を負担している計算になります。 
 借入金の残高は、昨年より１２２億円増加しましたが、臨時財政対策債を除い

た実質的な借入金の残高を見ると、２，１９２億円と４６億円減少しています。  
他の指定都市と比べると、市民１人あたりの市債残高は低いほうではあるもの

の、将来に過度な財政負担を残すことがないよう取り組んでいます。（普通会計ベ

ースでの比較については、第２部参照） 
 

 
  ○どうして借金するの？ 

（基本的には）公共施設の建設を行う際に、その建設費すべてを当該年度の税金で

まかなうとすれば、そのときの市民が全部負担することとなり、その後の市民は負担

がないことになります。 
 しかし実際にはその後の市民も施設を使用しますので、不公平とならないよう借入

金の返済という形で一定期間は世代間でその負担を分け合うようにしています。 
 
 
 
 ○何のために借りたの？ ２，１９２億円（２４年度末残高）の内訳は？ 

土木施設（道路・街路・区画整理等）９１７億円 
公営住宅整備  ２７２億円 
義務教育施設等 ２４５億円 など 
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  ○返済計画はどうなっているの？ 
平成１６年３月に策定した「行財政改革推進計画」の中で、今後の投資的経費の計

画をたて、借金の残高を平成２０年度には２，４００億円台（臨時財政対策債除く普

通会計ベース）まで減らすことを目標にしていましたが、平成１８年度に２年前倒し

で目標を達成しました。 
平成２１年度にスタートした行財政改革計画では、平成２５年度末残高の目標を２，

０００億円程度としていましたが、合併に伴う旧城南町・旧植木町の債務引継ぎや指

定都市移行の影響により、前提条件に大きな変更が生じていることから、今後は、新

たな目標値の設定や計画的な借入及び返済計画により、適切な水準を維持していきた

いと考えています。 
 

 
・ その他の歳入 

前ページまでに説明した主な歳入以外をまとめると、１，０２３億円の収入が

ありました。 

主なものは以下のとおりです。 

・地方譲与税・交付金等 １４１億円 

   （主に国税や県税の一定割合がルールに基づき配分されるものです。） 

・国・県支出金      ６３５億円 

       （特定の事業を行い、国・県から事業費の一部又は全部が入ります。） 

・使用料及び手数料    ８８億円 

       （市営住宅の家賃、熊本城の入場料などがこれにあたります。） 

 
 

○自主財源と依存財源 
Ｐ７の円グラフでは、歳入を「自主財源」と「依存財源」という大きな区分で

分けています。 
自主財源とは、地方自治体が自主的に収入することが可能な財源のことをいい、

市税や使用料・手数料などがこれにあたります。 
依存財源とは、地方交付税や事業を実施する際に交付される国・県支出金など

がこれにあたります。 
当然自主財源の割合が高ければ高いほど、財政運営（やりくり）がしやすくな

るのですが、熊本市の場合は、もともと依存財源の割合が高い中で、主な自主財

源である市税が伸び悩んでおり、今後必要な行政サービスの水準をどのように確

保してくのか大きな課題となっています。 
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（２） どんな経費に使ったの？ 
（歳 出） 
 

・ 義務的経費 
「人件費」・・・市役所で働く職員の給料、退職金などの経費 
「扶助費」・・・生活に困窮する人の保障や児童福祉などの経費 
「公債費」・・・公共施設を建設するときなどの借入金の返済金 

   これらをまとめて、「義務的経費」と呼び、合計１，５８７億円、昨年度より

１７億円、１．１％増加し、歳出全体に占める割合では５８．２％と非常に高い割

合を示しています。 
   義務的経費が増加した要因は、生活保護費や障がい者自立支援給付費等の「扶助

費」で、今後も増加していくと考えられます。 
   さらにこの義務的経費は、その性質上減らしにくいことから、このまま歳入が増え

なければ、ほかの分野へ回す経費が減ることになりますので、財政運営上、大きな課

題の一つとなります。 

    
・ 投資的経費 

道路、公園、学校などを建設する経費をまとめたものです。 
平成２４年度の決算は３４５億円で、前年と比べると２５億円、７．６％の増

加となっています。 

これは、区役所整備などが減少したものの、指定都市移行に伴い国県道整備関

扶助費
28.8%

公債費
11.9%

29.2%

12.6% 58.2%

普通建設補助
5.2%

人件費
17.5%

物件費
10.1%

その他
    2.4%

補助費等
7.1%

繰出金
9.6%

普通建設単独
7.3%

災害復旧費
0.1%

義務的経費
 1,587億円

投資的経費
345億円

その他経費
799億円

476億円

785億円

326億円
142億円

199億円

4億円

263億円

277億円

194億円

65億円

　歳出総額
２，７３１億円
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連経費や分離新設小学校建設などが増加したことによるものです。 

・ その他の経費 

合計で、７９９億円で昨年度より２２億円、２．９％増加しています。 

主なものは以下のとおりです。 

・繰出金   ２６３億円 

（特別会計や公営企業会計に対する一般会計からの拠出で、一定のルール

によるものや特別会計の収入が足りない分を補てんするものなどです） 

・物件費  ２７７億円 

   （市の施設を管理する経費（燃料光熱水費など）やシステムにかかる経費、

物品の購入などがこれにあたります） 

 ・補助費等 １９４億円 

   （負担金や各種団体への補助金、損失補償などがこれにあたります）   

 
（３） どんな目的に使ったの？ 
 
  これからの紹介は少し視点を変えて、どんな目的に使ったか、代表的なものに加え、

新規事業や拡充を図ったものをまとめてみました。 
市の仕事が、よりイメージしやすくなると思います。 

  構成比では民生費が一番大きく、このうち７割弱が扶助費（生活に困窮する人の保

障や児童福祉などの経費）となっています。 
 
 

諸支出金
0.6%

議会費
0.4%

農林水産業費
1.6%

災害復旧費
0.1%

商工費
1.9%

消防費
2.9%

衛生費
6.9%

教育費
9.0%

総務費
10.1%

公債費
11.9%

土木費
12.9%

民生費
41.7%

歳出総額
２，７３１億円

1,139億円

352億円326億円

274億円

245億円

189億円

43億円

80億円

52億円

16億円
12億円

3億円
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（ 総 務 関 係 ） 
  
       ○戸籍・住民票等発行経費          １０億７千万円 
        （区役所や総合出張所などで戸籍や住民票などの 

発行にかかった経費です） 
       ○地域コミュニティセンター運営経費      １億５千万円 

（地域コミュニティセンターの管理運営委託にかかった経費です） 
 

       ○選挙経費                  １億９千万円 
        （衆議院議員等の選挙にかかった経費です） 
 
        （ 新 規 ）区役所管理運営経費   ２億４千万円 
           （５区役所の管理運営にかかった経費です） 

 
 
 

（ 健 康 福 祉 関 係 民生費と衛生費の一部 ） 
 

       ○生活保護費                  ２５８億円 
        （生活に困窮する市民に対して、必要な援助をしました） 
 
       ○私立保育所運営費               １３３億円 
        （私立保育園の運営に対する助成です） 
 
       ○健康診査・予防接種事業             ２６億円 
        （４０歳以上の市民に対する健康診断や、 

インフルエンザなどの予防接種にかかった経費です） 
 

      （ 新 規 ）家庭的保育事業 １千万円 
        （認可保育所が実施主体となって行う 

少人数保育に対する助成を３箇所に 
対して行いました） 
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（ 環 境 関 係 衛生費の一部 ） 
 

      ○ごみ収集・処理経費               ７１億円 
         （家庭ごみの収集や東西環境工場などの管理運営にかかった経費です） 
 
      ○地下水保全経費    ２億円 
         （豊かな水資源を確保するため 

造林などを行いました） 
 

    ○緑化推進経費     ２億円 
      （豊かな緑を守るため、 

樹木の保全管理などを行いました） 
 

（ 拡 充 ）生ごみ減量対策経費  ５千万円 
        （家庭用生ごみ処理機購入費助成などを行いました） 
 
 
 

 
（ 農 林 水 産 業 関 係 ） 
 

     ○土地改良基盤整備経費                １１億円 
       （田や畑の水はけや道路の利便性がよくなるように整備しました） 
 
     ○生産体制強化経費                ２億７千万円 

（農作物の生産量が増えるよう、農業用施設整備の補助を行いました） 
 

     ○漁港・漁場改修経費               １億７千万円 
      （漁港・堤防の改修や、航路のしゅんせつなどを行いました） 
 
   （ 新 規 ）熊本市農業わくわく化事業 ２千万円 

（各区の特性を生かした、生産や流通に 
対する多様な取り組みに対して補助を 
行いました） 
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（ 商 工 ・ 観 光 関 係 ） 
 

○動植物園維持管理整備経費          １３億４千万円 
    （動植物園の維持管理・施設整備にかかった経費です） 
 

○熊本城維持管理整備経費            ９億３千万円 
 （熊本城の維持管理・施設整備にかかった経費です） 
  
○観光客誘致対策事業                ９千万円 

     （熊本市の観光資源を PR し、観光客の誘致を図りました） 
 

○商店街活性化対策事業        ４千万円 
       （商店街の共同事業にかかる経費を補助しました） 
    

 （ 拡 充 ）東アジア戦略推進経費   ４千万円 
（市・県・熊大共同で設置した 

熊本上海事務所を拠点に、中 
国、韓国等東アジアへのプロ 
モーションを重点的に行いました） 

       
 
（ 土 木 関 係 ） 
 

      ○道路維持・整備経費                １４２億円 
     （新しく道路を造ったり、壊れたところを補修したりしました） 
 

  ○市営住宅建設経費               １２億６千万円 
        （市営住宅の新設や建替を行いました） 
 

○公園施設整備・維持補修経費         １２億４千万円 
       （公園の整備や除草・清掃にかかった経費です） 
  

（ 新 規 ）熊本都市圏総合都市交通体系調査経費   
５千万円 

     （多様な交通実態を把握・予測するため、 
都市圏に居住する人を対象に調査を行いました） 
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（ 消 防 関 係 ） 
 

     ○消防車両整備経費                 ２億円 
       （救助工作車などを購入しました） 

 

（ 新 規・拡 充 ）消防署・所建設事業    ４億円 
（１区１署体制にむけた消防署と、消防所の新設に 

伴う工事を行いました） 
 

    
 

 
 
 
 
（ 教 育 関 係 ） 
 

      ○小・中・高等学校等の施設整備・維持補修経費  ５６億７千万円 
       （校舎・体育館の整備や施設の維持補修などにかかった経費です） 

 

      ○小・中学校少人数学級関係経費               ４億円 
      （小学校１～４年生、中学校１年生の３５人学級にかかった経費です）   
  
     
 
  （ 拡 充 ）学級支援員等派遣経費   １億７千万円 
       （教育活動において支援を要する学校へ 
        派遣する学級支援員等を増員しました） 
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（４） 一般会計決算のまとめ 
以上が、熊本市の一般会計の決算です。 
簡単にまとめると、次の通りになります。 

 

 

 

【用語解説】※臨時財政対策債 

地方交付税の財源不足の一部について、これまで

交付税特別会計借入金により措置していたものを、

平成１３年度から国と地方が折半して補てんする

こととなり、国負担分については国の一般会計から

の加算により、地方負担分については特例となる地

方債により補てんしています。 

この特例となる地方債のことを臨時財政対策債

といい、この元利償還金相当額については、その全

額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入さ

れます。 

 

熊本市は一般会計で、平成２４年度の１年間、2,763 億円の収入があり、2,731 億

円支出しました。 

予定していたのに事業が完了できず、来年度へ持ち越した（繰越した）経費６億円を

除くと、２６億円の黒字になりました。 

歳入総額は、前年度に比べ５９億円増加しました。 

これは、地方交付税及びその代替財源である臨時財政対策債が１４億円増加したこと

や、指定都市移行に伴う新たな財源である宝くじ収入の増加により収益事業収入が１６

億円増加したこと、加えて、国県道整備関連経費や生活保護費、障がい者自立支援給付

費などの扶助費の増加により国県支出金が１０億円増加したことによるものです。 

また、歳出総額は、前年度に比べて６４億円増加しました。 

これは、指定都市移行に伴い新たに発生した経費である国県道整備関連経費や精神保

健福祉関連事業などが増加したほか、生活保護費や障がい者自立支援給付費が増加した

ことによるものです。 

歳入、歳出の詳しい決算の分析については、｢第２部 決算の分析｣で行います。 
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～ 国 保 会 計 赤 信 号          ～ 
熊本市の国民健康保険会計は、２２億円の累積赤字を抱えています。 

 国民健康保険会計は、被保険者の高齢化や医療の高度化などの影響で医療

費が増加し、景気の低迷や収納率の低迷などで保険料収入が減少し累積赤字

が平成１７年度に６７億円となり、この累積赤字解消に向けて『健全化１０

カ年計画』（H17～H26）を策定し、国保財政の健全化に取り組みました。 

しかし、平成２１年度には累積赤字は８２億円まで増加し、更なる健全化

の必要があることから、平成２３年度に計画を見直し、保険料の改定や一般

会計からの支援の拡充などを盛り込みました。 
その結果、累積赤字については改善傾向にあり、平成２４年度には２２億

円となりました。 
しかしながら、収納率が低迷していることや医療給付費の動向が不透明で

あること等により、今後も厳しい財政経営が続くことが予想されます。 
■平成２４年度の主な取組み 
①『医療費適正化』 

電話、はがきによる受診勧奨等による「特定健診・保健指導」の受診率向 

上、生活習慣病重症化予防対策、ジェネリック医薬品の普及啓発 
②『保険料収納率向上』 

分割納付の管理や職員・納付指導員・収納員の連携強化等による「収納体

制の組織力アップ」と「きめ細やかな対応」 
③『一般会計からの支援拡充』 

一般会計からの繰入拡充（１０億円）による財源の確保 
なお、平成２４年度決算において、累積赤字を３１億円解消しました。 

６ 特 別 会 計 の 決 算 

 これからは、特別会計の決算について、ご説明します。 
 
  （１）国民健康保険会計 
    
   

「国民健康保険」は、病気をしても少ない負担で治療を受けられるように、主

に加入者が払う保険料と国・県・市から支出される公費で支えられる仕組みです。

平成２４年度にこの制度に加入している市民は約１９万人います。 
この会計は、一般会計から約９３億円もの繰り入れを行っているものの、多額

の累積赤字となっており、この赤字分は平成２５年度分の保険料から「前借り」

した状態となっています。 
◆一般会計負担：92 億 9 千万円（平成 23 年度 83 億 2 千万円） 

歳入 ８３４億円 － 歳出 ８５６億円＝ ２２億円の赤字 
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  （２）母子寡婦福祉資金貸付事業会計  
  
 
 

母子家庭に学費や生活費の一部などについて貸し付けを行う事業です。 

平成２４年度には、４１２件（人）の貸付を行い、母子家庭の自立を支援しま

した。 

 ◆一般会計負担：なし（平成 23 年度 3 千万円） 

 

  （３）介護保険会計  
 
 
   

平成１２年度に制度化された「介護保険」は、高齢化が進み、自宅や施設で介

護をしてもらうことを必要とする人が年々増えてきたため、これをみんなの負担

で支える仕組みです。 

この制度の被保険者となるのは、４０歳以上の人で熊本市には約４１万人いま

すが、この人たちが納める「介護保険料」と国・県・市からの支出金が主な財源

となっています。 

◆一般会計負担：69 億 8 千万円（平成 23 年度 65 億 3 千万円） 

 
  （４）後期高齢者医療会計  
 
 
 

現役世代と高齢者世代の負担を明確化するため、老人保健医療制度に代わり、

75 歳以上の後期高齢者の医療費に関して、都道府県単位の広域連合で制度が運

営されています。 

後期高齢者医療制度の保険料を徴収し、広域連合に納付するため、平成 20 年

度から特別会計を設けて経理を行っています。 

◆一般会計負担：14 億 3 千万円（平成 23 年度 13 億 6 千万円） 
 
 
 
 
 
 
 

歳入 ２億５千万円 － 歳出 １億８千万円 ＝ ７千万円の黒字 

歳入 ４９９億円 － 歳出 ４８３億円 ＝ １６億円の黒字 

歳入 ７８億円 － 歳出 ７６億円 ＝ ２億円の黒字 
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  （５）桃尾墓園整備事業会計 
 

 

 

熊本市では、今後墓地が足りなくなることを見越して、平成１４年度から東部

地区の戸島町にある墓地公園を拡張整備しており、併せて周辺の緑地や取付道路

の整備もおこなっています。 

これらの整備に要した経費については、墓地を借りた人からの収入（使用料）

などで、まかなっています 

◆一般会計負担：1 千万円（平成 23 年度 2 億 8 千万円） 

 

  （６）食肉センター会計 
 

 

 

熊本市の南熊本にある「食肉センター」では、私たちの食卓に安全で衛生的な

食肉を流通させるために、牛、馬や豚などをと畜・解体しています。 

ここでかかる経費は、と畜にかかる手数料収入などでまかないますが、不足す

る分は一般会計から４億円の繰入金（補てん金）でまかないました。 

◆一般会計負担：4 億 2 千万円（平成 23 年度 4 億 1 千万円） 

 

  （７）農業集落排水事業会計 
 
 

 

旧城南町と旧植木町地区において，農業用排水の水質保全と、公共用水域の水

質汚濁を防止し、農村地区の生活環境の向上を図るため、農業集落排水処理施設

の効率的な運転、保守点検等、維持管理を行うものです。 

◆一般会計負担：1 億 3 千万円（平成 23 年度 1 億 4 千万円） 

 

  （８）産業振興資金会計 
 
 

 
中小企業の経営者や農林水産業を営む人に、営業資金や農林水産業用の機械等   

の購入経費について貸し付けを行っており、経営改善を目指す人たちのために役

立っています。 

◆一般会計負担：なし（平成 23 年度 なし） 

歳入 ２億２千万円 － 歳出 １億５千万円 ＝ ７千万円の黒字 

歳入 ５億２千万円 － 歳出 ５億１千万円 ＝ 1 千万円の黒字 

歳入 ３５億２千万円 － 歳出 ３４億９千万円 ＝ ３千万円の黒字 

歳入 １億６千９百万円 － 歳出 １億６千６百万円 ＝ ３百万円の黒字 



 20

  （９）食品工業団地用地会計 
 

 

 

熊本市の貢町・和泉町にある「フードパル熊本」は、 

県外からの企業誘致や、周辺が都市化した市内の企業が 

工場を移転したいという時の用地として活用するための 

ものです。 

この整備に関する経費は、その土地を企業が買ったり 

借りたりしたときに支払う経費でまかなわれています。 

 ◆一般会計負担：7 千万円（平成 23 年度 7 千万円） 

 

  （１０）競輪事業会計 
 

 

 

熊本市の水前寺に競輪場がありますが、この会計は、収益の一部を「一般会計」

に繰り出して（拠出して）います。 

熊本市では昭和２５年からこの事業を開始し、平成２４年度には一般会計に対

し、２億円の繰り出しを行いました。 

これまでの繰出金の合計は６５６億円にものぼり、競輪事業の収益金は市民サ

ービスを充実させるための貴重な財源として活用されており、市政に貢献してい

ます。 

最近では長引く不況の影響などにより、全国的に競輪の売り上げが伸び悩んで

いますが、新規顧客の獲得に向けて、競輪事業の活性化に取り組んでいます。 

◆一般会計負担：なし（平成 23 年度 なし）※一般会計に 2 億円繰出 

 

  （１１）地下駐車場事業会計 
 

 

 

熊本市の辛島町にある「辛島公園地下駐車場」の管理運営経費で、主に駐車場

料金収入と一般会計からの繰入金（補てん）でまかなわれています。 

近年、中心市街地に民間の駐車場が多くできたことなどから、平成２４年度の

利用台数は昨年度から１万台減少し、３１万３千台、料金収入は１億６千万円と

なり、平成２３年度から、1 千万円減少しました。 

◆一般会計負担：1 億 3 千万円（平成 23 年度 2 億 4 千万円） 

     

歳入 １２１億円 － 歳出 １１６億円 ＝ ５億円の黒字 

歳入 ２億９千２百万円 － 歳出 ２億９千１百万円 ＝ １百万円の黒字 

歳入 ７千５百万円 － 歳出 ７千４百万円 ＝ １百万円の黒字 
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  （１２）熊本駅西土地区画整理事業会計 
 

 

 

  

熊本駅周辺の良好な居住環境を創出するため、熊本駅の西側で土地区画整理を

行っており、平成１３年度から事業に着手し、事業の早期完了を目指して事業を

進めています。 

◆一般会計負担：6 億 3 千万円（平成 23 年度 7 億 3 千万円） 

 

  （１３）熊本駅前東Ａ地区市街地再開発事業会計 

 

 

 

 

熊本駅の正面に位置する東Ａ地区の土 

地利用の増進を図り、新しい熊本駅前地 

区にふさわしい賑わいと都市環境の創出 

を目指して再開発事業を行いました。 

平成２４年３月２４日にくまもと森都 

心プラザとしてグランドオープンし、平 

成２４年度に清算が終了したため、会計 

を廃止しました。 

◆一般会計負担：2 億 1 千万円（平成 23 年度 2 億 6 千万円） 

  

 

  （１４）植木中央土地区画整理事業会計 

 

 

 

 

植木中央地区を利便性と快適性を併せ持った中心市街地・商業地に再生するた

めに幹線道路を含めた公共施設の整備改善を行っており、平成１１年度から事業

に着手し、平成３０年度の完了を目指し事業を進めています。 

◆一般会計負担：8 千万円（平成 23 年度 1 億 6 千万円） 

 

 

 

歳入 １０億４千万円 － 歳出 １０億１千１百万円 ＝ ２千９百万円の黒字 

翌年度への繰越 ３百万円を差し引くと ＝ ２千６百万円の黒字 

歳入 ２億５千万円 － 歳出 ２億５千万円 ＝ 差し引き０ 

歳入 ５億４千万円 － 歳出 ４億７千万円 ＝ ７千万円の黒字 

翌年度への繰越 ５千万円を差し引くと ＝ ２千万円の黒字 
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  （１５）奨学金貸付事業会計 
 

 

 

この事業は、経済的理由で高校や大学などに修学することが困難な家庭に対し、

必要な学資について貸付を行う事業で、平成２４年度は、３７９人に貸付を行い

ました。 

◆一般会計負担：9 千万円（平成 23 年度 1 億円） 

 

  （１６）公債管理会計 

 

 

 

指定都市移行に伴い、平成２４年度から新たに実施する全国型市場公募地方債

の発行に合わせて、一般会計及び特別会計の借入金の返済を一元管理するための

特別会計を新たに設置しました。 

◆一般会計負担：333 億 9 千万円（平成 23 年度 なし） 

歳入 １億６千万円 － 歳出 １億６千万円 ＝ 差し引き０ 

歳入 ３３７億円 － 歳出 ３３７億円 ＝ 差し引き０ 
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  （１７）特別会計決算のまとめ 

 

以上が、特別会計の決算で、簡単にまとめると、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

これまで紹介した１６の特別会計の決算について、平成２４年度に 

 

かかった経費をすべて合計すると、 

 

歳入 １，９３９億円 － 歳出 １，９３５億円 ＝ ４億円の黒字 

    翌年度へ持ち越す（繰り越す）経費１億円を差し引くと、 

                                ３億円の黒字  

 

になります。 

 

昨年度までは赤字が続いていましたが、国民健康保険会計の累積 

 

赤字が大きく減少したため、特別会計全体で黒字に転じました。 

 

  なお、他の会計では、差し引きゼロか黒字の決算となっています。 
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７ 一 般 ・ 特 別 会 計 の 決 算 （ 連 結 ） 

 「２ 会計とは？」で説明した通り、特別会計は、「原則的には、かかった経費が保

険料や使用料などの入ってくるお金でまかなわれる事業」をまとめた財布であり、一般

会計と財布を別にしています。しかし、国民健康保険会計のように、一般会計から多額

の資金（繰入金）を補てんしないとその事業が遂行できない事業があるため、会計間で

資金のやりとりが行われています。 

Ｐ１６・２３で示した一般・特別会計の決算は、会計間の資金のやりとりを考慮せず、

単純に足し合わせた金額を集計しており、実際の収入・支出より大きい数値となってい

るため、ここでは、Ｐ２６のように、会計間のやりとりを調整したうえで、一般・特別

会計を「連結」させ、純粋な収入支出の合計を紹介します。 

 
○一般・特別会計の決算は、 

 

○会計間の繰入・繰出を除いた純粋な収入・支出の合計は、 

 

このように歳入、歳出とも５３４億円少なくなっていますが、その数値が同額のため、

収支には影響ありません。一般会計からみた主な内訳は、以下のとおりです。 

 

  公債管理会計への繰出   ３３４億円  後期高齢会計への繰出    １４億円 

  国民健康保険会計への繰出   ９３億円   食肉センター会計への繰出   ４億円 

介護保険会計への繰出       ７０億円  競輪事業からの繰入      ２億円 

      

  

  
歳入 ４，１６９億円 － 歳出 ４，１３２億円 ＝ ３７億円の黒字 

         翌年度へ持ち越して使う経費の７億円を差し引くと・・・ 

                               ３０億円の黒字となります 

   
歳入 ４，７０３億円 － 歳出 ４，６６６億円 ＝ ３７億円の黒字 

         翌年度へ持ち越して使う経費の７億円を差し引くと・・・ 

                               ３０億円の黒字となります  
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連結した決算の歳入・歳出の状況は、次の円グラフのとおりです。  

 
 
（ 歳 入 ） 
 Ｐ７の円グラフ（一般会計）と比較すると、自主財源の占める割合が、７．８％増加

（４４．３％⇒５１．１％）しています。 
 これは「国民健康保険会計」「介護保険会計」の保険料が、使用料・手数料として増

加することなどが主な要因です。 
 市税だけでなく、保険料などのいろんな収入が、自主財源として使われています。 
 また、依存財源のうち、市債（借入金）は、将来公債費として返済すべき歳入で、そ

の残高は一般会計では３，１０３億円と説明しましたが、連結した後の残高は、３，２

０１億円となり、一般会計との差額のうち主なものは、 
        熊本駅西土地区画整理事業分      ６４億円 
        農業集落排水事業会計        １４億円 
        熊本駅前東Ａ地区市街地再開発事業分 １１億円 などがあります。 
 
（ 歳 出 ） 
 Ｐ１０の円グラフ（一般会計）と比較してみると「義務的経費」の占める割合が、 
１１．０％増加（５８．２％⇒６９．２％）しています。 

これは「国民健康保険会計」「介護保険会計」の医療費支払や介護給付費等が、扶助

費として増加したためです。 
 義務的経費の割合が増えると、他の経費にまわすお金が減ると前に説明しました。一

般・特別会計を合計すると、さらにやりくりが厳しくなっている状況がわかると思いま

す。 

22.2%

8.6%
69.2%

扶助費
49.0%

人件費
12.1%

その他
22.2%

投資的経費
8.6%

公債費
8.1%

歳出総額
４，１３２億円

義務的経費
２，８５８億円

498億円

2,026億円
334億円

356億円

918億円

その他
918億円

投資的経費
356億円

51.1%国庫支出金
20.3%

48.9%

市債
9.8%県支出金

6.0%

譲与税等
3.4%

地方交付税
9.4%

その他
16.8%

使用料手数料
10.0%

諸収入
（受託・収益事業収入を除く）

1.6%

市税
22.7%

歳入総額
４，１６９億円

946億円

416億円

66億円

702億円390億円

847億円

252億円
409億円

自主財源
2,130億円依存財源

2,039億円

141億円
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（ 参 考 ） 

 

   ※わかりやすくするために少額で表示しています。イメージであり、実際の決算額とは一致していません。　
 

～　会計間の資金のやりとりを調整し、一般会計と特別会計を連結させたイメージ　～

単
純
に
合
算

繰
入
・
繰
出
を
調
整
し
、

純

粋
な
決
算
を
算
出

一  般  会  計

繰出金

２億円（特別

会計へ補助）

特  別  会  計

繰入金

２億円（一般

会計からの補

助）

歳  出　  ８  億  円

歳   入　 ８  億  円

６  億  円

歳  入　１ ０   億 円

６  億  円

歳  出　 ８  億  円
黒字２億

（ 連 結 後 の 決 算 ）

一般・特別会計の合計　歳入 １６ 億 円 － 歳出 １４ 億円 ＝ ２億円の黒字

一 般 ・ 特 別 会 計 歳 入 　 合 計 　 １ ６ 億 円

一 般 会 計 　１ ０ 億 円
特 別 会 計　６ 億 円

（繰入金は繰出金と調整）

一 般 会 計 　６ 億 円
（繰出金は繰入金と調整）

特 別 会 計　８ 億 円

一 般 ・ 特 別 会 計 歳 出 　 合 計　１ ４ 億 円
黒字
2億

（ 連 結 前 の 決 算 ）

繰入金

２億円（一般

会計からの補

助）

繰出金

２億円（特別

会計へ補助）
６  億  円

特  別  会  計　  ８  億  円

黒字
2億

一般・特別会計の合計　歳入 １ ８ 億 円 － 歳出 １ ６ 億 円 ＝ ２億円の黒字

一  般  ・  特  別  会  計  歳  出 　 合  計　 １  ６  億  円

一  般  会  計　 ８  億  円

特  別  会  計　  ８  億  円

６  億  円
一  般  会  計　 １ ０  億  円

一  般  ・  特  別  会  計  歳  入　  合  計　１  ８  億  円
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8 公 営 企 業 会 計 の 決 算 

 次に、公営企業会計の決算について、ご説明します。 
 その前に、公営企業会計の歳出には「減価償却費」という現金の支出を伴わない経費

が計算に入っており、これまで説明した「一般会計」と「特別会計」とは決算のルール

が若干違うため、補足説明します。 
例えば、建物などは、時の経過などによって古くなり、その価値が減っていくと考え

られ、つまり、１，０００万円で建設した建物が２０年もつとしたら、毎年５０万円ず

つ価値が減少するため、その減少分も費用として計算に入れるという考え方で、一定の

ルールによって算出されたのが「減価償却費」です。 
そのため、値段が安かったり、長い間もたないものは、この計算に入れません。 
公営企業会計では「地方公営企業法」という法律に基づき、減価償却費などの現金の

支出を伴わない経費が、計算に入っています。 
ここでは、一般会計、特別会計との比較がしやすいように「減価償却費」などの現金

の支出を伴わない分を差し引き、支出しなかったとみなして、実際の黒字赤字がどのく

らいあるのかをみていきます。  
 
 
（１）病院事業会計 

    地域の基幹病院として最善の医療を行っており、平成２４年度、市民病院、植

木病院、芳野診療所ではあわせて１８万２千人の入院患者と、２６万４千人もの

外来患者に対し、治療を行いました。 

その結果、平成２４年度末の累積赤字は１８億円となり、昨年度から５億円減

少しました。 

◆一般会計負担：16 億 5 千万円（平成 23 年度 16 億４千万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  歳入  １５７億円 － 歳出  １６１億円 ＝  ４億円の赤字 

       現金の支出を伴わない経費 ９億円を差し引くと・・・ 

  歳入  １５７億円 － 歳出  １５２億円 ＝  ５億円の黒字   
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（２）水道事業会計 

私たちの生活に欠かせない、水道水を供給する事業で、維持管理経費や、職員

の給料などのほとんどは、料金収入でまかなっています。 

歳入の大部分を占める料金収入は、１２５億円と、昨年より８千万円ほど減少

していますが、これは、節水器具の普及などにより、有収水量が減少したことが

主な要因です。 

◆一般会計負担：2 億 5 千万円（平成 23 年度 2 億４千万円） 

 

 

（３）下水道事業会計 

下水道の整備や維持管理は、汚水を処理するためだけでなく、河川や海などの

水質を保全したり、大雨のときスムーズに排水を行う役割があります。 

    歳入は、下水道使用料や国からの補助金、借入金のほか、一般会計からの負担

金が１１億円、補助金が５３億円となっています。 

    ◆一般会計負担：64 億 4 千万円（平成 23 年度 63 億 8 千万円） 

 

 

（４）工業用水道事業会計 

工業用水道事業会計は、城南工業団地内の企業に工業用水を供給しています。 

◆一般会計負担：4 百万円（平成 23 年度 4 百万円） 

 

 

 

 

  歳入 ３０９億円 － 歳出 ３７２億円 ＝  ６３億円の赤字 

現金の支出を伴わない経費 ６１億円を差し引くと・・・ 

  歳入 ３０９億円 － 歳出 ３１１億円 ＝  ２億円の赤字 

   歳入 １６７億円 － 歳出  ２１１億円 ＝  ４４億円の赤字 

     現金の支出を伴わない経費 ４６億円を差し引くと・・・ 

   歳入 １６７億円 － 歳出  １６５億円 ＝  ２億円の黒字 

   歳入 ６０８万円 － 歳出  ６０４万円 ＝  ４万円の黒字 

     現金の支出を伴わない経費 ３８８万円を差し引くと・・・ 

   歳入 ６０８万円 － 歳出  ２１６万円 ＝  ３９２万円の黒字 
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（５）交通事業会計 

市民の身近な移動手段として、市営バス、市電を運行しています。 

現在、交通事業経営健全化計画（平成２４年度見直し）により、累積赤字の解

消に向け、バス路線の民間譲渡や、１日・２日乗車券の販売、すべての人が乗り

降りしやすい超低床電車やノンステップバスの運行、ホームページを利用した情

報発信など、乗客を増やす取り組みを行っています。 

その結果、平成２４年度末で累積の赤字は２３億１千万円となり昨年度から６

億１千万円減少し、また、平成２４年度の一般会計からの補助金は１５億８千万

円となり、昨年度から７千万円減少しました。 

◆一般会計負担：15 億 8 千万円（平成 23 年度 16 億 5 千万円） 

 

以上が公営企業会計の決算です。 

 ・市営バス事業 
  歳入  １３億７千万円 － 歳出  １１億８千万円 ＝  １億９千万円の黒字 

      現金の支出を伴わない経費  ３千万円を差し引くと・・・ 

  歳入  １３億７千万円 － 歳出  １１億５千万円 ＝  ２億２千万円の黒字 

 ・市電事業 
  歳入  ２４億３千万円 － 歳出  ２３億円 ＝  １億３千万円の黒字 

        現金の支出を伴わない経費  １億９千万を差し引くと・・・ 

  歳入  ２４億３千万円 － 歳出  ２１億１千万円 ＝  ３億２千万円の黒字 
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９ 財 政 健 全 化 法 

 最後に、財政健全化法について、ご説明します。 
 平成１９年６月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成２０

年度決算から全面施行されました。 
この法律は、地方自治体の財政破たんを未然に防ぐためのもので、健全かどうかの目

安となる「健全化判断比率」（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債比率・将来

負担比率の４指標）と「資金不足比率」を計算し、公表することを義務付けており、平

成２０年度決算からは、指標が一定基準を超える団体は健全化に向けた計画を策定し、

改善に取り組むよう定められています。 
その基準と熊本市の平成２４年度決算での算定は以下の通りです。 

 
 
 

  健全化判断比率について、

熊本市は基準に該当する指

標はありません。 
  
 
 

資金不足比率を見ると、熊

本市は交通事業会計が基準

を超えています。 
このため、資金不足の解消

を目指し、平成２２年３月に

「交通事業経営健全化計画」

を策定し、改善に取り組んで

います。 
 
 

 
以下、各指標の簡単な定義と、熊本市の状況につ

いて説明していきます。 
 
 
 
 
 

健全化判断比率

熊本市算定 早期健全化基準 財政再生基準

（24年度決算） （イエローカード） （レッドカード）

 実質赤字比率 - 11.25% 20.00%

 連結実質赤字比率 - 16.25% 30.00%

 実質公債費比率 11.1% 25.0% 35.0%

 将来負担比率 120.7% 400.0%

資金不足比率

資金不足比率

（24年度決算）

 病院事業会計 -

 水道事業会計 -

 工業用水道事業会計 -

 下水道事業会計 -

 交通事業会計 154.4%

 食肉センター会計 -

 農業集落排水事業会計 -

 食品工業団地用地会計 -
 熊本駅前東Ａ地区市
 街地再開発事業会計 -

指標名

会計名 経営健全化基準

20.0%
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（１） 実質赤字比率 
 
実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした、実質赤字の標準財政規模に対する比率

のことです。 

 

 
平成２４年度は、一般会計等で２９億円の黒字で実質赤字がありませんので、「－」

で標記されます。 
 
（２） 連結実質赤字比率 

 
連結実質赤字比率とは、全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規

模に対する比率のことです。 

 

 
 
                 国民健康保険会計（Ｐ１７）、交通事業会計（Ｐ

２９）について赤字が生じますが、他の会計の黒

字で補っているために、全会計では実質赤字があ

りませんので、｢－｣で標記されます。 
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（３） 実質公債費比率 
 
実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金・準元利償還金の標準財政規

模に対する比率で、平成２４年度決算の数値は、平成２２年度～２４年度までの３ヵ年平均

の比率となります。 

 

 
平成２４年度決算値は１１．１％で、平成２３年度決算値（１１．８％）から、減

少しています。 
  これは、指定都市移行による新たな歳入により、標準財政規模が大きく増加したこ

とによるものです。 
 
（４） 将来負担比率 

 
将来負担比率とは、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

比率で、地方債現在高、債務負担行為による支払い見込額、公営企業への繰出金や退職

手当の見込み等が含まれますが、基金（貯金）の残高等はこの将来負担から控除されます。 
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  平成２４年度決算値は１２０．７％となり、平成２３年度の１２５．３％から減少

していますが、これも標準財政規模が大きく増加したことによるものです。 
 

（５） 資金不足比率 
 

資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率 

 

   
  各公営企業の数値はＰ２９のとおりで、交通事業会計について、国の定める経営健

全化基準を大きく上回っています。 
これは、一年間の営業収入を大きく超える資金の不足を抱えている状態で、平成２

２年３月に「交通事業経営健全化計画」を策定し、資金不足額の解消を目指していま

す。 
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本市は、活力と魅力にあふれた誇りを持てるまちを目指し、平成２１年４月に「第６

次総合計画」を策定し、「湧々都市くまもと」を目指す姿に掲げ、市民の皆さんと行政

の共通・共有する指針として総合的・計画的な市政運営に取り組んでいます。 

また、平成２１年３月に策定した第４次「行財政改革計画」をもとに全庁的な改革を

進めており、市民の皆様方一人一人にも共通認識を持っていただき、行政サービスとい

う受益と税・保険料・使用料等の負担のバランスを考えていただきたいと考えておりま

す。 

このような中、平成２３年３月に九州新幹線鹿児島ルート全線開業、また、平成２０

年１０月の富合町、平成２２年３月の城南町、植木町との合併を経て、人口約７３万人

の都市となり、平成２４年度には、全国で２０番目、九州で 3 番目の指定都市に移行

し、大きな転換期を迎えております。 

以下、｢第２部 決算の分析｣では、一般会計（他都市との比較では普通会計）につい

て、さらに詳しい決算の分析を紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


